
いじめ問題への対応マニュアル

１ いじめ発生の報告

発見者 担 任 生徒指導主事 教 頭 校 長

２ 基本的な対応の流れ

いじめを許さない態度 児 童 理 解 教 育 相 談

ラポートづくり 早 期 発 見 情 報 収 集

いじめ 本人からの訴え

（いじめられた又はいじめられ

基本的な指導姿勢・体制 ていると感じている児童から）

① いじめた児童への指導 ケース会議 情報やうわさ（児童・保護者から）

② いじめられた児童への

指導・援助 えがお推進

③ いじめを傍観した児童 委 員 会 実態把握

への指導 ① いじめた児童、いじめられた

④ 全職員の共通理解と役 職 員 会 児童、傍観していた児童の確認

割分担 ② 時間、場所、様子など

③ 事実の背景とその経過

関係児童への いじめられた児童 いじめた児童 関係機関との連携

指導・援助 への指導・援助 への指導

① いじめの ① 安心感を与える ① 指導の雰囲気づ ① 学校だけでの指

状況を知る ② 気持ちを受け入れ くり 導では困難と判断

② いじめに る ② 反応に応じた指 ② 関係機関利用の

ついて話し ③ 悩みを十分に聞く 導 決定

合う ④ 気持ちを安定させ ③ 反省を促す指導 ③ 情報交換及び意

る ④ 反省を深化させ 見交換

⑤ 自信をもたせる る指導 ・ 教育事務所

⑥ 仲間づくりの手立 ⑤ 指導のまとめ ・ 教育委員会

てをとる ・ 警察署

・ 児童相談所

保護者への連絡 ○ 指導・援助は、生命や人権尊重の

① 事実の説明 立場に配慮しつつ、事実を正確に把

② 指導方針の伝達 握していくことが大切である。

③ 信頼・協力関係の維持 ○ いじめは、継続的かつ陰湿に行わ

れるため、事実が発覚し、対応に力

を入れた後も教育相談などの事後指

導を繰り返し、再発の防止に努める

必要がある。

※ 早期発見に努め、未然防止を大前提とする。


